
（13）

お お 知 知 ら せ ら せ 

◎他人に譲りたい場合
市役所 1 階「ポ

ッチとニャンチの
愛の伝言板」をご
利用ください。
設置してある伝

言カードに必要事
項を記入していた
だきます。
◎引き取りを希望する場合
と　き 5 月 2 日c・12日f・19日

f・26日f 9:00～10:00
ところ 県富士総合庁舎車庫南側
問い合わせ 富士保健所衛生課

165-2154
※犬の場合、愛犬手帳が必要です。

飼えなくなった犬・ねこについて
環境衛生課　155-2768

※都合により中止・変更する場合があります。
※市立図書館の休館日は1・8・15・22・26・29日です。

5 月 

中央図書館　151-4946

日 場所と貸し出し開始時刻 

 2 ・16日（火） 

13・27日（土） 

鈴川中町フードランド前（10：00）  
自由ケ丘県営住宅集会所（14：00） 

18日（木） 

19日（金） 

17日（水） 

東芝松岡アパート（10：00） 
高山県営住宅団地内（14：00） 
歴史民俗資料館駐車場（15：00） 

スーパー吉川中里店駐車場（10：00） 
すどの杜（11：00） 
四丁河原南公会堂駐車場（15：00） 

 6 ・20日（土） 

天間田代区公会堂駐車場（10：00） 
ハックドラッグ川成島店第 2 駐車場（14：00） 
 JA富士市竪堀支店駐車場（15：00） 

富士信用金庫中丸支店駐車場（10：00）  
城山町公会堂（14：00） 
広見町静岡ガス社宅駐車場（15：00）  

11・25日（木） 

滝戸団地前（14：00）  
岩本山団地集会所駐車場（15：00） 

富士見台市営住宅集会所前（15：00） 

献血にご協力を
福祉総務課　155-2757

5 月の献血

時　　　間 日 場　　　所 

14日a フィランセ 

 2 日c 市役所北側駐車場 

9：30～15：30
（昼休み12:00～13:00） 

9：30～16：00
（昼休み12:00～13:00） 

9：30～16：00
（昼休み12:00～13:00） 

18日e 市役所北側駐車場 

13日g 
14日a

9：30～16：00
（昼休み12:00～13:00）  

東芝キヤリア 
（住宅フェスティバル会場） 

募 募 集 集 

夜間納税相談
～市役所～

  5 月 8 日（月） 柏原町1 柏原町2、柏原町3

  〃  19日（金） 宮下 宮下 

  〃  18日（木） 西宮島 三四軒屋 

  〃  17日（水） 自由ヶ丘 上五貫島、下五貫島 

  〃  11日（木） 中丸丘 小須、田子 

  〃  10日（水） 前田 下川成、前田新田、 
鮫島 

  〃　9 日（火） 
田中町、西田中町、 
今井毘沙門町 

今井本町、鈴川町4、 
鈴川町1

  〃  12日（金） 宮島新田、新浜 新浜 

  〃  16日（火） 

  〃  15日（月） 

靖国町 浜添、富士見ヶ丘、 
千鳥町 

東宮島 柳島日東、助六 

月　　日 午　　　前 午　　　後 

一　斉　防　疫

環境衛生課　155-2768

（希望した町内のみ実施）

リサイクル青空市（夏市）出店者
富士マリンプール　133-3400

と　き 6 月 3 日g 10:00～14:00
※雨天の場合は 6 月 4日a

ところ 富士マリンプール駐車場
対　象 市内在住・在勤・在学の20

歳以上の人（業者不可）
対象商品 リサイクル商品として使

用可能なもの（手づくり品は
要相談、食品・缶詰は不可）

募集区画 100区画（応募者多数の場
合抽せん）

参加費 1 区画　500円
申し込み 5 月 6 日～19日（必着）に、
はがきまたはFAX・Eメールに住
所、氏名、年齢、勤務先（市内か
市外かを明記）、販売商品を記入し、
〒417-0843 田中新田275-9 富士マ
リンプールへ　533-4055
Emarine@fuji-kousya.jp

※後日、当せん者の
み許可書を発送し
ます。

5 月 の 納 期

軽自動車税　全期　　

収税課　155-2730

5月15日～31日

安全は自
みずか

ら うちから地域から

件　数 
死　者 
負傷者 

年間累計 昨年比 
634件 －7件 
4人 1人 

802人 －16人 

 
（ 3 月31日現在）

※5月4日E国民の休日の献血は行いません。

（（市県民税・固定資産税・軽自動車税））
4月28日F 17:00～19:00

5月 1 日B 17:00～19:00

収税課（3階）155-2730

国民健康保険課（3階）155-2753

（（国民健康保険税））
5月15日B・16日C 17:00～19:00

児童手当の対象が、小学校 6 年生
までに拡大され、あわせて所得制限
が引き上げられました。
対　象 平成 6 年 4 月 2 日以降に生
まれた児童の保護者（国籍不問）

○新たに対象となる人（新規認定請
求書を 5 月中旬ごろに送付）は、
9 月末日までに手続をすれば、 4
月分までさかのぼって手当が支給
されます。

○現在、児童手当を受給している人
で、小学校 4 年生の保護者には、
例年どおり現況届を、小学校 5 ・
6 年生の保護者には、現況届に加
え額改定認定請求書を 6 月下旬に
送付します。

児童手当の制度が変わりました

児童福祉課　155-2763

乳幼児医療費助成制度が変わります乳幼児医療費助成制度が変わります乳幼児医療費助成制度が変わります乳幼児医療費助成制度が変わります乳幼児医療費助成制度が変わります乳幼児医療費助成制度が変わります乳幼児医療費助成制度が変わります乳幼児医療費助成制度が変わります乳幼児医療費助成制度が変わります乳幼児医療費助成制度が変わります乳幼児医療費助成制度が変わります乳幼児医療費助成制度が変わります乳幼児医療費助成制度が変わります乳幼児医療費助成制度が変わります乳幼児医療費助成制度が変わります乳幼児医療費助成制度が変わります乳幼児医療費助成制度が変わります
10月1日から、乳幼児医療費助成制度は「こども医療費助成制度」に変

わり、対象年齢が小学校就学前から小学校2年生までに拡大されます。

※対象となる児童のいる家庭には、7月中旬ごろ申請書を郵送しますので手続をしてください。
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